
 
 

 

 

 
  
 

１．支給要件・・・以下の３つの要件を全て満たす世帯が対象となります。 
(1) 収入の急激な減少により、保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税 
相当（０円）となる見込みであること（両親の場合は双方とも非課税であること） 
専攻科については保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計が１０５，５００円未満  
相当または２６４，５００円未満であり扶養する子が３人以上であることに相当する見込みであること 

(2) 令和７年７月１日現在、保護者等が石川県内に在住していること 
(3) 対象となる生徒が石川県内の国公立高等学校等に在学していること 
（高等学校、高等専門学校（１～３年生）、専修学校高等課程、高等学校専攻科課程）   

２．給付額 
(1) 令和７年７月１日までに家計急変が生じ、令和７年９月末までに申請書等を提出した場合は、下 

記の給付年額(１２ケ月分)が支給されます。 

世帯区分 ※詳細は裏面参照 
給付年額（１２ケ月分） 

全日制・定時制 通信制 専攻科 

ア 非課税世帯 １４３，７００円     ５０，５００円   ５０，５００円 

イ 所得割の合計が１０５，５００円未満である世帯    

１０，１００ 円 ウ 所得割の合計が２６４，５００円未満 

であり扶養する子が３人以上いる世帯 

  

(2) 令和７年７月２日以降に家計急変が生じ、令和８年２月末までに申請書等を提出した場合は、家 
計急変の発生時期及び申請時期によって、給付額が異なります。 
この場合の給付額は、申請書を受理した日の翌月（受理した日が１日の場合は当月）から令和８ 
年３月までの月数(対象となる月数）を１２ケ月で除し、給付年額を乗じた月割換算額になります。 

    (3) 奨学金の入金は、認定作業を経て提出月の翌々月頃になる予定です。 
   (4) 災害により、着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、再度購入が必要な場合は、別途    

６４，８００円が加算されます。詳しくは、下記の学校事務室へお問い合わせください。      
３．申請方法 

(1) ２．の世帯区分に応じて、「○」がついている書類を学校事務室に全て提出してください。 
(2) 就学支援金の申請の際、保護者（両親の場合は双方）等のマイナンバー情報を学校に提出して 
いない場合は、下記の書類のほかに令和７年度課税証明書（扶養親族の記載が省略されていな 
いもの）も併せて提出してください。 

(3) メール（必要書類のデータ（PDF 等）を添付）による申請については、学校事務室にお問い合わせください。 

   (4) 能登半島地震の影響で、⑤や⑥の書類が提出できない場合は、学校事務室へご相談ください。 

世帯区分 
必  要  書  類 

ア イ ウ 

〇 〇 〇 ① 【様式１－２①】石川県教育費負担軽減奨学金申請書（家計急変 国公立用） 

〇 〇 〇 ② 【様式２】振込口座申出書 

  〇 ③ 【様式３】扶養親族申告書 

〇 〇 〇 ④ 保護者（両親の場合は双方）等全員が記載された住民票(市町発行) ※マイナンバーの記載がないもの 

〇 〇 〇 
⑤ 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類 

離職票、解雇通告書、雇用保険受給資格者証、破産宣告通知書、廃業等届出書、罹災証明書などの写し  

〇 〇 〇 

⑥ 家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類 

・雇用主が作成した家計急変日以降の月額の給与見込額（３ケ月分）、または直近３ケ月分の給与明細書の写し  

・個人事業主の場合は、税理士または公認会計士が作成した直近３ケ月分の事業収入が確認でき 

る資料及び直近の確定申告の写し など 

  
 
 

高校生等がいる世帯で収入が急激に減少するなど家計の急変が生じた場合等に、授業料以外の 

教育費負担を軽減するため、返還を要しない給付型の奨学金を給付します。 

令和７年度石川県教育費負担軽減奨学金（家計急変）について 

 
（高等学校等修学支援事業（奨学のための給付金等）） 
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